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財団法人都市農山漁村交流活性化機構 役員報酬支給細則 
 

 

（目的） 

第１条 この細則は、財団法人都市農山漁村交流活性化機構（以下「機構」という。）の 

  役員報酬規程第５条の規定に基づき、その実施に必要な事項を定めるものとする。 

 

（給与の種類） 

第２条 役員の報酬は、俸給及び通勤手当とする。 

 

（報酬の支給定日） 

第３条 毎月の報酬は年額を１２で除した額とし、報酬はその月の１６日（その日が休日 

   の場合は前日の１５日とし、前日が休日の場合は１７日とする。）にその月の月額 

   から，租税公課、社会保険の個人負担金等を控除した金額を現金で支払う。 

  １ 機構は役員の同意を得た場合は、本人が指定する銀行その他の金融機関の本人名 

   義の預金又は貯金口座への振り込みによる支払いをすることができる。 

 

（俸給） 

第４条 役員の俸給は年額として、次のとおりとする。 

   専務理事      １２，４２６，０００円 

 

（通勤手当） 

第５条 通勤手当は、通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担することを常例とす 

   る役員に支給する。 

  ２ 通勤手当の額は、その役員の１月の通勤に要する運賃等の額に相当する額を支給 

   する。 

 

（その他） 

第６条 この細則に定めがない事項については、理事長が別に定める。 
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